
国通知文（２）



※島根県発注工事では、搬出量によらず
　請負金額100万円以上の工事が対象

（工事間流用）

（残土処分場等）

工事現場等から土砂を搬出する場合（残土処分場、工事間流用）

→　搬出先から「受領書」をもらう



（○○残土処理場）

（○○残土処理場）

（受領先）は
工事間流用の場合は工事名
残土処理場の場合は処理場名



以下（４）は、令和６年６月１日施行

地元調整で確保した個人の土地等で
処理する場合など





工事現場等に土砂を搬入する場合（土砂を購入、工事間流用）

→　搬出元に「受領書」を出す




